
平
成
二
十
七
年
九
月
二
日
提
出

質

問

第

四

〇

三

号

広
島
及
び
長
崎
に
原
爆
を
投
下
し
た
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
戦
後
七
十
年
の
節
目
を
む
か
え
た
政
府
の
認
識
等
に

関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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広
島
及
び
長
崎
に
原
爆
を
投
下
し
た
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
戦
後
七
十
年
の
節
目
を
む
か
え
た
政
府
の
認
識
等
に

関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
八
六
号
）
及
び
「
前
々
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
七
二
号
）
を
踏

ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
及
び
前
々
回
質
問
主
意
書
で
、
原
爆
投
下
は
ハ
ー
グ
法
（
武
力
紛
争
法
）
に
ふ
れ
る
か
否
か
、
問
う
て

き
た
が
、
質
問
に
対
し
答
弁
書
に
お
い
て
避
け
た
答
弁
を
な
す
だ
け
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
、
原
爆
投
下
は
ハ
ー
グ
法
（
武

力
紛
争
法
）
に
ふ
れ
る
か
否
か
答
え
ら
れ
な
い
理
由
が
あ
る
の
か
。
あ
る
の
で
あ
れ
ば
そ
の
理
由
を
答
え
ら
れ
た
い
。

二

一
で
理
由
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
原
爆
投
下
は
ハ
ー
グ
法
（
武
力
紛
争
法
）
に
ふ
れ
る
か
否
か
、
端
的
に
答
え
ら
れ
た

い
。

三

前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
原
子
爆
弾
は
、
非
人
道
的
無
差
別
殺
人
と
い
え
る
大
量
破
壊
兵
器
だ
と
政
府
は
認
識
す
る
か
否

か
」
問
う
た
が
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
八
六
号
）
で
は
何
ら
答
え
て
い
な
い
。
改
め
て
、
原
子
爆
弾

は
、
非
人
道
的
無
差
別
殺
人
と
い
え
る
大
量
破
壊
兵
器
だ
と
政
府
は
認
識
す
る
か
否
か
、
端
的
に
答
え
ら
れ
た
い
。

四

ア
メ
リ
カ
に
よ
り
広
島
・
長
崎
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
て
か
ら
七
十
年
が
た
っ
た
現
在
も
、
原
爆
の
後
遺
症
で
苦
し
ん
で
い

一



る
多
く
の
人
が
い
る
。
「
前
々
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
七
二
号
）
に
お
い
て
、
「
戦
後
約
七
十
年
を
経
た
現

時
点
に
お
い
て
米
国
に
対
し
謝
罪
、
反
省
を
求
め
る
よ
り
も
、
政
府
と
し
て
は
、
人
類
に
多
大
な
惨
禍
を
も
た
ら
し
得
る
核

兵
器
が
将
来
二
度
と
使
用
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
、
核
兵
器
の
な
い
平
和
で
安
全
な
世
界
の
実
現
を
目
指
し
て
、

現
実
的
か
つ
着
実
な
核
軍
縮
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
」
と
答
弁
さ
れ
て
お
り
、
政
府
と

し
て
「
人
類
に
多
大
な
惨
禍
を
も
た
ら
し
得
る
核
兵
器
が
将
来
二
度
と
使
用
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
、
核
兵
器
の

な
い
平
和
で
安
全
な
世
界
の
実
現
を
目
指
し
て
、
現
実
的
か
つ
着
実
な
核
軍
縮
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

る
」
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
戦
後
七
十
年
の
節
目
の
年
を
む
か
え
た
日
本
政
府
と
し
て
、
ま
ず
は
ア
メ
リ
カ
に
謝

罪
、
反
省
を
求
め
る
こ
と
こ
そ
が
、
核
兵
器
の
な
い
平
和
で
安
全
な
世
界
の
実
現
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
る
。
日
本
政

府
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
謝
罪
、
反
省
を
求
め
る
考
え
が
あ
る
か
否
か
、
端
的
に
答
え
ら
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


